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催
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す
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す
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す
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す
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す
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指
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す
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す
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Ａ
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Ｂ
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西
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ら
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群
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だ
ら
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日
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ま
だ
ら
北
海
道
太
平
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並
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ま

だ
ら
北
海
道
日
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海
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す
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す
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す
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す
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法 規 的 告 示

令和７年度地方債計画
（通常収支分）

（単位：億円、％）

項 目
令和７年度
計画額

令和６年度
計画額

差 引
 

増 減 率
／×
100

一 一 般 会 計 債
１ 公 共 事 業 等 15908 15794 114 07
２ 公 営 住 宅 建 設 事 業 1100 1082 18 17
３ 災 害 復 旧 事 業 3083 1119 1964 1755
４ 教育・福祉施設等整備事業 5723 4813 910 189
 学 校 教 育 施 設 等 2670 2119 551 260
 社 会 福 祉 施 設 367 365 2 05
 一 般 廃 棄 物 処 理 1603 1254 349 278
 一 般 補 助 施 設 等 546 538 8 15
 施 設 （一 般 財 源 化 分） 537 537 0 00
５ 一 般 単 独 事 業 27625 26845 780 29
 一 般 2893 2493 400 160
 地 域 活 性 化 690 690 0 00
 防 災 対 策 871 871 0 00
 地 方 道 路 等 3821 3221 600 186
 旧 合 併 特 例 2500 3800 1300 342
 緊 急 防 災 ・ 減 災 5000 5000 0 00
 公 共 施 設 等 適 正 管 理 4500 4320 180 42
 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 4000 4000 0 00
 緊 急 浚 渫 推 進 1100 1100 0 00
 脱 炭 素 化 推 進 900 900 0 00
 こ ど も ・ 子 育 て 支 援 450 450 0 00
 デ ジ タ ル 活 用 推 進 900  900 皆増
６ 辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 6508 6270 238 38
 辺 地 対 策 592 570 22 39
 過 疎 対 策 5916 5700 216 38

７ 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 345 0 00
８ 行 政 改 革 推 進 700 700 0 00
９ 調 整 100 100 0 00

計 61092 57068 4024 71

二 公 営 企 業 債
１ 水 道 事 業 8895 6356 2539 399
２ 工 業 用 水 道 事 業 509 392 117 298
３ 交 通 事 業 1600 1763 163 92
４ 電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 260 241 19 79
５ 港 湾 整 備 事 業 618 577 41 71
６ 病院事業・介護サービス事業 6002 4981 1021 205
７ 市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 624 386 238 617
８ 地 域 開 発 事 業 1346 1290 56 43
９ 下 水 道 事 業 15170 13686 1484 108
10 観 光 そ の 他 事 業 113 100 13 130

計 35137 29772 5365 180

合 計 96229 86840 9389 108

三 臨 時 財 政 対 策 債  4544 4544 1000

四 退 職 手 当 債 800 800 0 00

五 補 正 予 算 債 16433  16433 皆増

六 国 の 予 算 等 貸 付 金 債 ( 176) ( 350) ( 174) ( 497)

総 計 ( 176) ( 350) ( 174) ( 497)
113462 92184 21278 231

内
訳

79485 63103 16382 260
33977 29081 4896 168

資 金 区 分
公 的 資 金 52585 39408 13177 334
財 政 融 資 資 金 33694 23252 10442 449
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 18891 16156 2735 169
（国 の 予 算 等 貸 付 金） ( 176) ( 350) ( 174) ( 497)
民 間 等 資 金 60877 52776 8101 153
市 場 公 募 32600 33100 500 15
銀 行 等 引 受 28277 19676 8601 437

普 通 会 計 分
公 営 企 業 会 計 等 分

その他同意等の見込まれる項目
１ 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策事業に係る地方負担額に対して発行
する防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
２ 地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債
３ 公営企業の資金不足額が発生又は拡大することとなる場合において発行する令和６年能
登半島地震減収対策企業債
４ 財政再生団体が発行する再生振替特例債
５ 資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債

（備考）
国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財
源とするものであって外書である。

令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

〇 総 務 省 告 示 第 二 号

地 方 財 政 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 号 ） 第 五 条 の 三 第 十 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 総 務 省 告 示

第 百 三 十 六 号 （ 令 和 七 年 度 地 方 債 計 画 ） の 全 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 八 年 一 月 九 日 総 務 大 臣 林 芳 正





令
和
７
年
度
地
方
債
計
画

（
東
日
本
大
震
災
分
）

復
旧
・
復
興
事
業

（
単
位
：
億
円
、
％
）

項
目

令
和
７
年
度

計
画
額


令
和
６
年
度

計
画
額


差
引





増
減
率


／

×

100

一
般

会
計

債
公

営
住

宅
建

設
事

業
10

1
9

9000
災

害
復

旧
事

業
1

1
0

00
一

般
単

独
事

業
1

1
0

00

公
営

企
業

債
水

道
事

業
3

4
1

250

国
の

予
算

等
貸

付
金

債
(

1)
(

1)
(

0)
(

00)

総
計

(
1)
(

1)
(

0)
(

00)
15

7
8

1143

内訳
11

2
9

4500
4

5
1

200

資金区分

11
6

5
833

4
1

3
3000

(
1)
(

1)
(

0)
(

00)

普
通

会
計

分
公

営
企

業
会

計
等

分

公
的

資
金

財
政

融
資

資
金

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金

（
国
の
予
算
等
貸
付
金
）

そ
の
他
同
意
等
の
見
込
ま
れ
る
項
目

１
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
係
る
国
庫
支
出
金
を
受
け
て
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
発
行
す

る
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
債

２
上
記
以
外
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
係
る
国
庫
支
出
金
を
受
け
て
事
業
を
実
施
す
る
場

合
に
発
行
す
る
公
営
企
業
債

３
上
記
以
外
の
公
営
企
業
の
事
業
区
分
に
お
い
て
発
行
す
る
震
災
減
収
対
策
企
業
債

（
備
考
）
国
の
予
算
等
貸
付
金
債
の
（
）
書
は
、
国
の
予
算
等
に
基
づ
く
貸
付
金
を
財
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
書

で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

九

タ
イ
通
貨

一
〇
〇
バ
ー
ツ
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
四

九
円

十

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通
貨

一

香
港
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
九
円

十
一

デ
ン
マ
ー
ク
通
貨

一
デ
ン
マ
ー
ク
・
ク
ロ
ー
ネ

に
つ
き
本
邦
通
貨
二
二
円

十
二

ノ
ル
ウ
ェ
ー
通
貨

一
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ク
ロ
ー
ネ

に
つ
き
本
邦
通
貨
一
四
円

十
三

ロ
シ
ア
通
貨

一
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
に
つ
き
本
邦
通

貨
一
七
二
円

十
四

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
通
貨

一
デ
ィ
ル
ハ
ム
に
つ

き
本
邦
通
貨
四
一
円

十
五

チ
ェ
コ
通
貨

一
〇
〇
コ
ル
ナ
に
つ
き
本
邦
通
貨

六
六
九
円

十
六

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
通
貨

一
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
八
七
円

十
七

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨

一
リ
ヤ
ー
ル
に
つ
き
本

邦
通
貨
四
〇
円

十
八

イ
ン
ド
通
貨

一
〇
〇
ル
ピ
ー
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
七
三
円

十
三

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
通
貨

一
〇
、
〇
〇
〇
ル
ピ
ア
に

つ
き
本
邦
通
貨
九
一
円

十
四

英
国
通
貨

一
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
ポ
ン
ド
に
つ
き

本
邦
通
貨
一
九
五
円

十
五

中
華
人
民
共
和
国
通
貨

一
元
に
つ
き
本
邦
通
貨

二
一
円

十
六

ス
イ
ス
通
貨

一
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
つ
き
本
邦

通
貨
一
七
七
円

十
七

ス
リ
ラ
ン
カ
通
貨

一
〇
〇
ス
リ
ラ
ン
カ
・
ル

ピ
ー
に
つ
き
本
邦
通
貨
五
〇
円

十
八

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
通
貨

一
〇
〇
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・

ペ
ソ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
三
円

十
九

大
韓
民
国
通
貨

一
〇
〇
ウ
ォ
ン
に
つ
き
本
邦
通

貨
一
一
円

二
十

フ
ィ
リ
ピ
ン
通
貨

一
〇
〇
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ペ
ソ

に
つ
き
本
邦
通
貨
二
六
〇
円

二
十
一

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨

一
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
九
六
円

二
十
二

ト
ル
コ
通
貨

一
〇
〇
ト
ル
コ
・
リ
ラ
に
つ
き

本
邦
通
貨
三
八
九
円

二
十
三

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
通
貨

一
〇
〇
ド
ミ
ニ
カ
・

ペ
ソ
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
四
三
円

二
十
四

チ
リ
通
貨

一
〇
〇
チ
リ
・
ペ
ソ
に
つ
き
本
邦

通
貨
一
六
円

二
十
五

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
通
貨

一
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
八
七
円

〇
財
務
省
告
示
第
十
号

支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十

四
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣

換
算
率
を
、
財
務
大
臣
が
特
に
指
示
す
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、

支
出
官
事
務
規
程
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

外
国
貨
幣
換
算
率
を
定
め
る
等
の
件
（
令
和
七
年
一
月
財

務
省
告
示
第
二
号
）
は
、
同
日
か
ら
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
四
九
円

二

英
国
通
貨

一
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
ポ
ン
ド
に
つ
き
本

邦
通
貨
一
九
五
円

三

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨

一
ユ
ー
ロ
に
つ

き
本
邦
通
貨
一
六
六
円

四

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨

一
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ド

ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
九
六
円

五

カ
ナ
ダ
通
貨

一
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
〇
七
円

六

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨

一
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ド
ル
に

つ
き
本
邦
通
貨
一
一
四
円

七

ス
イ
ス
通
貨

一
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
つ
き
本
邦
通

貨
一
七
七
円

八

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨

一
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー

ネ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
五
円

〇
財
務
省
告
示
第
十
一
号

出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九

十
五
号
）
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨

幣
換
算
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
し
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
十
四
条
及
び
第
十
六

条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
を
定
め
る
等
の
件
（
令

和
七
年
一
月
財
務
省
告
示
第
三
号
）
は
、
同
日
か
ら
廃
止

す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
四
九
円

二

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨

一
ユ
ー
ロ
に
つ

き
本
邦
通
貨
一
六
六
円

三

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨

一
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー

ネ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
五
円

四

ブ
ラ
ジ
ル
通
貨

一
ヘ
ア
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
六

円
五

ウ
ル
グ
ア
イ
通
貨

一
〇
〇
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ペ
ソ
に

つ
き
本
邦
通
貨
三
五
七
円

六

イ
ン
ド
通
貨

一
〇
〇
イ
ン
ド
・
ル
ピ
ー
に
つ
き
本

邦
通
貨
一
七
三
円

七

パ
キ
ス
タ
ン
通
貨

一
〇
〇
パ
キ
ス
タ
ン
・
ル
ピ
ー

に
つ
き
本
邦
通
貨
五
三
円

八

タ
イ
通
貨

一
〇
〇
バ
ー
ツ
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
四

九
円

九

ミ
ャ
ン
マ
ー
通
貨

一
、
〇
〇
〇
チ
ャ
ッ
ト
に
つ
き

本
邦
通
貨
七
一
円

十

カ
ナ
ダ
通
貨

一
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
〇
七
円

十
一

メ
キ
シ
コ
通
貨

一
〇
〇
メ
キ
シ
コ
・
ペ
ソ
に
つ

き
本
邦
通
貨
七
六
三
円

十
二

ペ
ル
ー
通
貨

一
ソ
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
一
円





令和年月日 金曜日 第号官 報
二
十
六

ラ
オ
ス
通
貨

一
〇
、
〇
〇
〇
キ
ッ
プ
に
つ
き

本
邦
通
貨
六
九
円

二
十
七

エ
ジ
プ
ト
通
貨

一
〇
〇
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド

に
つ
き
本
邦
通
貨
三
〇
〇
円

二
十
八

セ
ル
ビ
ア
通
貨

一
〇
〇
セ
ル
ビ
ア
・
デ
ィ

ナ
ー
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
四
二
円

二
十
九

ノ
ル
ウ
ェ
ー
通
貨

一
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ク
ロ
ー

ネ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
四
円

三
十

デ
ン
マ
ー
ク
通
貨

一
デ
ン
マ
ー
ク
・
ク
ロ
ー
ネ

に
つ
き
本
邦
通
貨
二
二
円

三
十
一

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
通
貨

一
〇
〇
ラ
ン
ド
に

つ
き
本
邦
通
貨
八
二
四
円

三
十
二

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通
貨

一
香
港
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
九
円

三
十
三

マ
レ
ー
シ
ア
通
貨

一
リ
ン
ギ
に
つ
き
本
邦
通

貨
三
四
円

三
十
四

キ
ュ
ー
バ
通
貨

一
〇
〇
キ
ュ
ー
バ
・
ペ
ソ
に

つ
き
本
邦
通
貨
六
二
七
円

三
十
五

コ
ス
タ
リ
カ
通
貨

一
〇
〇
コ
ス
タ
リ
カ
・
コ

ロ
ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
九
円

三
十
六

パ
ナ
マ
通
貨

一
バ
ル
ボ
ア
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
四
九
円

三
十
七

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
通
貨

一
〇
〇
ボ
リ
バ
ル
・
ソ
ベ

ラ
ノ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
五
一
円

三
十
八

ボ
リ
ビ
ア
通
貨

一
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ー
ノ
に
つ
き

本
邦
通
貨
二
二
円

三
十
九

イ
ラ
ン
通
貨

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
リ
ア
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
二
二
円

四
十

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ナ
イ
ラ
に
つ

き
本
邦
通
貨
九
六
円

四
十
一

ケ
ニ
ア
通
貨

一
〇
〇
ケ
ニ
ア
・
シ
リ
ン
グ
に

つ
き
本
邦
通
貨
一
一
五
円

四
十
二

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
通
貨

一
〇
〇
レ
ン
ピ
ラ
に
つ

き
本
邦
通
貨
五
七
七
円

四
十
三

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
通
貨

一
エ
ル
サ
ル
バ
ド

ル
・
コ
ロ
ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
円

四
十
四

コ
ロ
ン
ビ
ア
通
貨

一
、
〇
〇
〇
コ
ロ
ン
ビ

ア
・
ペ
ソ
に
つ
き
本
邦
通
貨
三
六
円

四
十
五

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
通
貨

一
〇
〇
ア
フ
ガ
ニ
ー

に
つ
き
本
邦
通
貨
二
一
三
円

四
十
六

イ
ラ
ク
通
貨

一
〇
〇
イ
ラ
ク
・
デ
ィ
ナ
ー
ル

に
つ
き
本
邦
通
貨
一
一
円

四
十
七

シ
リ
ア
通
貨

一
、
〇
〇
〇
シ
リ
ア
・
ポ
ン
ド

に
つ
き
本
邦
通
貨
一
二
円

四
十
八

レ
バ
ノ
ン
通
貨

一
〇
、
〇
〇
〇
レ
バ
ノ
ン
・

ポ
ン
ド
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
円

四
十
九

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
通
貨

一
、
〇
〇
〇
コ
ン

ゴ
・
フ
ラ
ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
五
三
円

五
十

イ
ス
ラ
エ
ル
通
貨

一
シ
ェ
ケ
ル
に
つ
き
本
邦
通

貨
四
二
円

五
十
一

グ
ア
テ
マ
ラ
通
貨

一
ケ
ッ
ツ
ア
ル
に
つ
き
本

邦
通
貨
一
九
円

五
十
二

ニ
カ
ラ
グ
ア
通
貨

一
〇
〇
コ
ル
ド
バ
に
つ
き

本
邦
通
貨
四
〇
七
円

五
十
三

エ
チ
オ
ピ
ア
通
貨

一
〇
〇
ブ
ル
に
つ
き
本
邦

通
貨
一
一
四
円

五
十
四

モ
ロ
ッ
コ
通
貨

一
デ
ィ
ラ
ム
に
つ
き
本
邦
通

貨
一
六
円

五
十
五

ハ
イ
チ
通
貨

一
〇
〇
グ
ル
ド
に
つ
き
本
邦
通

貨
一
一
四
円

五
十
六

エ
ク
ア
ド
ル
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
四
九
円

五
十
七

パ
ラ
グ
ア
イ
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ガ
ラ
ニ
に
つ

き
本
邦
通
貨
一
九
円

五
十
八

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨

一
リ
ヤ
ー
ル
に
つ
き

本
邦
通
貨
四
〇
円

五
十
九

ヨ
ル
ダ
ン
通
貨

一
ヨ
ル
ダ
ン
・
デ
ィ
ナ
ー
ル

に
つ
き
本
邦
通
貨
二
一
〇
円

六
十

ス
ー
ダ
ン
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ス
ー
ダ
ン
・
ポ
ン

ド
に
つ
き
本
邦
通
貨
六
九
円

六
十
一

バ
チ
カ
ン
通
貨

一
ユ
ー
ロ
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
六
六
円

六
十
二

ロ
シ
ア
通
貨

一
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
に
つ
き
本
邦

通
貨
一
七
二
円

六
十
三

ネ
パ
ー
ル
通
貨

一
〇
〇
ネ
パ
ー
ル
・
ル
ピ
ー

に
つ
き
本
邦
通
貨
一
〇
八
円

六
十
四

ポ
ー
ラ
ン
ド
通
貨

一
ズ
ロ
テ
ィ
に
つ
き
本
邦

通
貨
三
九
円

六
十
五

チ
ェ
コ
通
貨

一
〇
〇
コ
ル
ナ
に
つ
き
本
邦
通

貨
六
六
九
円

六
十
六

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
通
貨

一
〇
〇
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
・
ク
ロ
ー
ネ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
一
五
円

六
十
七

チ
ュ
ニ
ジ
ア
通
貨

一
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・
デ
ィ

ナ
ー
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
九
円

六
十
八

リ
ビ
ア
通
貨

一
リ
ビ
ア
・
デ
ィ
ナ
ー
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
二
八
円

六
十
九

ガ
ー
ナ
通
貨

一
ガ
ー
ナ
・
セ
デ
ィ
に
つ
き
本

邦
通
貨
一
一
円

七
十

ハ
ン
ガ
リ
ー
通
貨

一
〇
〇
フ
ォ
リ
ン
ト
に
つ
き

本
邦
通
貨
四
一
円

七
十
一

セ
ネ
ガ
ル
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
に
つ

き
本
邦
通
貨
二
五
円

七
十
二

ク
ウ
ェ
ー
ト
通
貨

一
ク
ウ
ェ
ー
ト
・
デ
ィ

ナ
ー
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
八
五
円

七
十
三

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
通
貨

一
〇
〇
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
・
デ
ィ
ナ
ー
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
一
一
円

七
十
四

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ

ラ
ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
五
円

七
十
五

ル
ー
マ
ニ
ア
通
貨

一
レ
イ
に
つ
き
本
邦
通
貨

三
三
円

七
十
六

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨

一
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ド

ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
一
四
円

七
十
七

タ
ン
ザ
ニ
ア
通
貨

一
、
〇
〇
〇
タ
ン
ザ
ニ

ア
・
シ
リ
ン
グ
に
つ
き
本
邦
通
貨
五
八
円

七
十
八

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ア
リ
ア
リ

に
つ
き
本
邦
通
貨
三
三
円

七
十
九

ザ
ン
ビ
ア
通
貨

一
〇
〇
ク
ワ
チ
ャ
に
つ
き
本

邦
通
貨
五
七
〇
円

八
十

ガ
ボ
ン
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
に
つ
き
本

邦
通
貨
二
五
円

八
十
一

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
通
貨

一
〇
〇
タ
カ
に
つ
き

本
邦
通
貨
一
二
三
円

八
十
二

モ
ン
ゴ
ル
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ト
ウ
グ
リ
ク
に

つ
き
本
邦
通
貨
四
二
円

八
十
三

ベ
ト
ナ
ム
通
貨

一
〇
、
〇
〇
〇
ド
ン
に
つ
き

本
邦
通
貨
五
八
円

八
十
四

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
通
貨

一
デ
ィ
ル
ハ
ム
に

つ
き
本
邦
通
貨
四
一
円

八
十
五

カ
タ
ー
ル
通
貨

一
カ
タ
ー
ル
・
リ
ヤ
ー
ル
に

つ
き
本
邦
通
貨
四
一
円

八
十
六

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
通
貨

一
キ
ナ
に
つ
き

本
邦
通
貨
三
六
円

八
十
七

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
通
貨

一
ト
リ
ニ

ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
二
円

八
十
八

ジ
ャ
マ
イ
カ
通
貨

一
〇
〇
ジ
ャ
マ
イ
カ
・
ド

ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
九
六
円

八
十
九

ギ
ニ
ア
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ギ
ニ
ア
・
フ
ラ
ン

に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
円

九
十

イ
エ
メ
ン
通
貨

一
〇
〇
イ
エ
メ
ン
・
リ
ア
ル
に

つ
き
本
邦
通
貨
二
八
円

九
十
一

ウ
ガ
ン
ダ
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ウ
ガ
ン
ダ
・
シ

リ
ン
グ
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
一
円

九
十
二

フ
ィ
ジ
ー
通
貨

一
フ
ィ
ジ
ー
・
ド
ル
に
つ
き

本
邦
通
貨
六
五
円

九
十
三

オ
マ
ー
ン
通
貨

一
オ
マ
ー
ン
・
リ
ア
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
三
八
八
円

九
十
四

ソ
ロ
モ
ン
通
貨

一
ソ
ロ
モ
ン
・
ド
ル
に
つ
き

本
邦
通
貨
一
八
円

九
十
五

ブ
ル
ネ
イ
通
貨

一
ブ
ル
ネ
イ
・
ド
ル
に
つ
き

本
邦
通
貨
一
一
四
円

九
十
六

バ
ー
レ
ー
ン
通
貨

一
バ
ー
レ
ー
ン
・
デ
ィ

ナ
ー
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
三
九
六
円

九
十
七

カ
メ
ル
ー
ン
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
に

つ
き
本
邦
通
貨
二
五
円

九
十
八

カ
ン
ボ
ジ
ア
通
貨

一
、
〇
〇
〇
リ
エ
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
三
七
円

九
十
九

ウ
ク
ラ
イ
ナ
通
貨

一
〇
〇
フ
リ
ヴ
ニ
ャ
に
つ

き
本
邦
通
貨
三
五
八
円

百

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
通
貨

一
、
〇
〇
〇
ソ
ム
に
つ
き

本
邦
通
貨
一
二
円

百
一

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
通
貨

一
〇
〇
テ
ン
ゲ
に
つ
き
本

邦
通
貨
二
九
円

百
二

ベ
ラ
ル
ー
シ
通
貨

一
ベ
ラ
ル
ー
シ
・
ル
ー
ブ
ル

に
つ
き
本
邦
通
貨
四
八
円

百
三

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
通
貨

一
〇
〇
メ
テ
ィ
カ
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
二
三
三
円

百
四

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
四
九
円

百
五

マ
ー
シ
ャ
ル
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一

四
九
円

百
六

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
通
貨

一
コ
ン

ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ビ
ル
ナ
・
マ
ル
カ
に
つ
き
本
邦
通
貨
八
五

円
百
七

パ
ラ
オ
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
四
九

円
百
八

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
通
貨

一
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ

ン
・
マ
ナ
ト
に
つ
き
本
邦
通
貨
八
八
円

百
九

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
通
貨

一
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
・
ソ
モ

ニ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
五
円

百
十

東
テ
ィ
モ
ー
ル
通
貨

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
四
九
円

百
十
一

キ
ル
ギ
ス
通
貨

一
〇
〇
キ
ル
ギ
ス
・
ソ
ム
に

つ
き
本
邦
通
貨
一
七
一
円

百
十
二

ア
ン
ゴ
ラ
通
貨

一
〇
〇
ク
ワ
ン
ザ
に
つ
き
本

邦
通
貨
一
六
円

百
十
三

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
通
貨

一
ト
ル
ク
メ
ニ
ス

タ
ン
・
マ
ナ
ト
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
三
円

百
十
四

ボ
ツ
ワ
ナ
通
貨

一
プ
ラ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一

一
円

百
十
五

マ
ラ
ウ
イ
通
貨

一
、
〇
〇
〇
マ
ラ
ウ
イ
・
ク

ワ
チ
ャ
に
つ
き
本
邦
通
貨
八
六
円

百
十
六

マ
リ
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
に
つ
き
本

邦
通
貨
二
五
円

百
十
七

ト
ン
ガ
通
貨

一
パ
・
ア
ン
ガ
に
つ
き
本
邦
通

貨
六
二
円





そ

の

他

告

示

令和年月日 金曜日 第号官 報
百
十
八

ジ
ョ
ー
ジ
ア
通
貨

一
ラ
リ
に
つ
き
本
邦
通
貨

五
四
円

百
十
九

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ

ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
五
円

百
二
十

モ
ー
リ
タ
ニ
ア
通
貨

一
〇
〇
ウ
ギ
ア
に
つ
き

本
邦
通
貨
三
七
八
円

百
二
十
一

ベ
ナ
ン
通
貨

一
〇
〇
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
に
つ

き
本
邦
通
貨
二
五
円

百
二
十
二

ル
ワ
ン
ダ
通
貨

一
〇
〇
ル
ワ
ン
ダ
・
フ
ラ

ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
〇
円

百
二
十
三

ジ
ブ
チ
通
貨

一
〇
〇
ジ
ブ
チ
・
フ
ラ
ン
に

つ
き
本
邦
通
貨
八
四
円

百
二
十
四

南
ス
ー
ダ
ン
通
貨

一
、
〇
〇
〇
南
ス
ー
ダ

ン
・
ポ
ン
ド
に
つ
き
本
邦
通
貨
三
四
円

百
二
十
五

サ
モ
ア
通
貨

一
サ
モ
ア
・
タ
ラ
に
つ
き
本

邦
通
貨
五
三
円

百
二
十
六

ア
ル
メ
ニ
ア
通
貨

一
〇
〇
ド
ラ
ム
に
つ
き

本
邦
通
貨
三
八
円

百
二
十
七

ナ
ミ
ビ
ア
通
貨

一
〇
〇
ナ
ミ
ビ
ア
・
ド
ル

に
つ
き
本
邦
通
貨
八
二
五
円

百
二
十
八

モ
ル
デ
ィ
ブ
通
貨

一
〇
〇
ル
フ
ィ
ヤ
に
つ

き
本
邦
通
貨
九
八
〇
円

百
二
十
九

バ
ル
バ
ド
ス
通
貨

一
バ
ル
バ
ド
ス
・
ド
ル

に
つ
き
本
邦
通
貨
七
四
円

百
三
十

モ
ル
ド
バ
通
貨

一
〇
〇
モ
ル
ド
バ
・
レ
イ
に

つ
き
本
邦
通
貨
八
四
七
円

百
三
十
一

モ
ー
リ
シ
ャ
ス
通
貨

一
〇
〇
モ
ー
リ
シ
ャ

ス
・
ル
ピ
ー
に
つ
き
本
邦
通
貨
三
二
五
円

百
三
十
二

ア
ル
バ
ニ
ア
通
貨

一
〇
〇
レ
ク
に
つ
き
本

邦
通
貨
一
六
九
円

百
三
十
三

北
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
通
貨

一
〇
〇
デ
ナ

ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
二
七
〇
円

百
三
十
四

バ
ヌ
ア
ツ
通
貨

一
〇
〇
バ
ツ
に
つ
き
本
邦

通
貨
一
二
二
円

百
三
十
五

ベ
リ
ー
ズ
通
貨

一
ベ
リ
ー
ズ
・
ド
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
七
四
円

百
三
十
六

セ
ー
シ
ェ
ル
通
貨

一
セ
ー
シ
ェ
ル
・
ル

ピ
ー
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
〇
円

百
三
十
七

エ
リ
ト
リ
ア
通
貨

一
〇
〇
ナ
ク
フ
ァ
に
つ

き
本
邦
通
貨
九
八
八
円

百
三
十
八

キ
リ
バ
ス
通
貨

一
キ
リ
バ
ス
・
ド
ル
に
つ

き
本
邦
通
貨
九
六
円

百
三
十
九

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
通
貨

一
〇
〇
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
三
九
円

令
和
七
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）に
お
け
る
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金（「「
強

い
経
済
」
を
実
現
す
る
総
合
経
済
対
策
〜
日
本
と
日
本
人
の
底
力
で
不
安
を
希
望
に
変
え
る
〜
」（
令
和
七
年
十
一
月
二

十
一
日
閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
、
足
元
の
物
価
高
に
対
応
す
る
た
め
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
及
び
事

業
者
に
対
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
支
援
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
で
あ
っ
て
、

当
該
生
活
者
と
し
て
の
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）を

財
源
と
し
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
の
支
給
を
実
施
す
る

た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に

よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
よ
る
福
祉

の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
障
害
者
関
係
情
報
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
、
精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
更
生
援
護
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
生
活
保
護
関
係
情
報
（
生
活
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
地
方
税
関
係
情
報
（
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
税
額
又
は
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
児
童
扶
養

手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
特
別

児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
住
民
票
関
係
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十

二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
情
報
を
い
う
。）、
児
童
手
当
関
係
情
報
（
児
童
手
当
法
（
昭
和

四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
及
び
旧
特
例
給
付
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情

報
を
い
う
。）、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の

預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
を
い
う
。）、
令
和
五
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和

五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
い
う
。）の
支
給
に

関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す

る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
を
い
う
。）の
支
給
に
関

す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第

二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び

に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
に
限
る
。）並
び
に
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に

対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付

金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給

付
金
（
第
一
号
）（
同
令
第
二
条
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
号

イ

に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
（
同
条
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
に
限
る
。）、
同
条
第
三
号
ロ

及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）（
同

令
第
二
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
七
年
度
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
（
同
令
第
二
条
第
五
号
に
掲

げ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
補
助
金
を
財
源
と

し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る

情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
一
号

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の

登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
公
的
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

令
和
七
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）に
お
け
る
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金（「「
強

い
経
済
」
を
実
現
す
る
総
合
経
済
対
策
〜
日
本
と
日
本
人
の
底
力
で
不
安
を
希
望
に
変
え
る
〜
」（
令
和
七
年
十
一
月
二

十
一
日
閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
、
足
元
の
物
価
高
に
対
応
す
る
た
め
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
及
び
事

業
者
に
対
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
支
援
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
で
あ
っ
て
、

当
該
生
活
者
と
し
て
の
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）を

財
源
と
し
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。）か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
告
示
第
一
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る

事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る

命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正





行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六
十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
情
報
と
す
る
。

事

務

情

報

令
和
七
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
お
け
る
物
価
高
騰
対
応
重

点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金（「「
強
い
経
済
」を
実
現
す
る
総
合
経
済
対
策
〜

日
本
と
日
本
人
の
底
力
で
不
安
を
希
望
に
変
え
る
〜
」（
令
和
七
年
十
一
月
二

十
一
日
閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
、
足
元
の
物
価
高
に
対
応
す
る
た
め
物
価

高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
及
び
事
業
者
に
対
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

き
め
細
や
か
な
支
援
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
で
あ
っ
て
、

当
該
生
活
者
と
し
て
の
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）を
財
源
と
し
て
、
都
道
府
県

又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
の
支
給

を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情

報
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
入
所
等
の

措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
知
的
障
害

者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実

施
に
関
す
る
情
報
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

に
よ
る
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、障
害
者
関
係
情
報（
身

体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
更
生
援
護
に
関
す
る
情
報

を
い
う
。）、
生
活
保
護
関
係
情
報
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
地
方
税
関
係
情

報
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
税
額
又
は
そ
の
算
定

の
基
礎
と
な
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報（
児

童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十

四
号
）
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
住
民

票
関
係
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七

条
第
四
号
に
規
定
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、児
童
手
当
関
係
情
報（
児

童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
及
び
旧
特

例
給
付
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
附

則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
公
的

給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実

な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

三
十
八
号
）第
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
令
和
五
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
令
和
五
年

令
和
七
年
度
の
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
1
号
）
に
お
け

る
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
財

源
と
し
て
、
都
道
府
県
又
は

市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給

付
の
支
給
要
件
の
該
当
性
を

判
定
す
る
必
要
が
あ
る
者
に

係
る
道
府
県
民
税
（
地
方
税

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に

掲
げ
る
道
府
県
民
税
（
個
人

に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
い

い
、
都
が
同
法
第
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る

同
号
に
掲
げ
る
税
を
含
む
。）

及
び
市
町
村
民
税
（
同
法
第

五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
市
町
村
民
税
（
個
人
に
係

る
も
の
に
限
る
。）を
い
い
、

特
別
区
が
同
法
第
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る

同
号
に
掲
げ
る
税
を
含

む
。）、
住
民
票
に
記
載
さ
れ

た
住
民
票
関
係
情
報
並
び
に

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
に
関
す
る
情
報

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
に
係
る

差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付

金（
第
一
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律（
令

和
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
物
価
高
騰
対
策
給
付

金
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金（
第

二
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
令
和
五
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
イ
、
ロ

及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第

三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号

イ
に
掲
げ
る
世
帯
に
限
る
。）並
び
に
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交

付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、

同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六

年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）（
同
令
第
二
条
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で

に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る

個
人
又
は
世
帯
（
同
条
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
に
限

る
。）、
同
条
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給

付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す

る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）（
同
令
第
二
条
第
三

号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支

給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
七
年
度
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
（
同

令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
対
し
給
付
金
を
支

給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
補
助
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か

ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
告
示
第
二
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
）
第
百
六
十
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号

に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六
十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事

務
及
び
情
報
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

〇
総
務
省
告
示
第
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

総
務
大
臣

林

芳
正

一

名

称

令
和
七
年
度
米
国
に
お
け
る
実
動
訓
練
へ
の
派
遣
団

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
八
年
一
月
十
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
四
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

六
十
人
程
度

四

派

遣

地

域

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ア
リ
ゾ
ナ
州

〇
外
務
省
告
示
第
九
号

次
の
旅
券
は
、
旅
券
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
く
返
納
命
令
に
応
じ
て
返
納
さ
れ
た
が
、
同
法

第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
効
力
を
失

う
べ
き
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
の
で
、
左
記
冒
頭
に
記
載

の
年
月
日
に
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

記

失
効
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

発
行
年
月
日

令
和
七
年
七
月
九
日

旅
券
番
号

Ｍ
Ｖ
〇
五
一
〇
〇
六
九

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岩
手
県
八
幡
平

市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岩
手
県
庁
及

び
八
幡
平
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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表
全
国
開
拓
農
業
協
同
組
合
連
合
会
南
九
州
販
売
事
業

所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

全
国
畜
産
農
業
協
同
組

合
連
合
会
伊
佐
食
肉
事

業
所

鹿
児
島
県
伊
佐
市
大
口

宮
人
字
大
住
五
百
十
九

番
地
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正

後
改

正
前

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
、
ま
さ
ば
及

び
ご
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
、
ず
わ
い
が
に
太
平
洋

北
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
日
本
海
系
群
Ａ
海
域
、
ず

わ
い
が
に
日
本
海
系
群
Ｂ
海
域
、
ず
わ
い
が
に
北
海

道
西
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、

ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群
、
ま
だ
ら
本
州
日
本

海
北
部
系
群
、
ま
だ
ら
北
海
道
太
平
洋
並
び
に
ま
だ

ら
北
海
道
日
本
海
に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
令

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
、
ま
さ
ば
及

び
ご
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
、
ず
わ
い
が
に
太
平
洋

北
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
日
本
海
系
群
Ａ
海
域
、
ず

わ
い
が
に
日
本
海
系
群
Ｂ
海
域
、
ず
わ
い
が
に
北
海

道
西
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、

ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群
、
ま
だ
ら
本
州
日
本

海
北
部
系
群
、
ま
だ
ら
北
海
道
太
平
洋
並
び
に
ま
だ

ら
北
海
道
日
本
海
に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
令

第
一
（
略
）

第
一
（
略
）

第
二
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群

第
二
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群

一
漁
獲
可
能
量
（
法
第
15条
第
１
項
第
１
号
関

係
）

一
漁
獲
可
能
量
（
法
第
15条
第
１
項
第
１
号
関

係
）

225500




ト
ン

208700




ト
ン

二
・
三
（
略
）

二
・
三
（
略
）

第
三
～
第
十
一
（
略
）

第
三
～
第
十
一
（
略
）

和
７
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
６
月
30日
ま
で
の

期
間
を
い
う
。）に
お
け
る
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。）第
15条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

和
７
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
６
月
30日
ま
で
の

期
間
を
い
う
。）に
お
け
る
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。）第
15条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

宮
崎
県
児
湯
郡
西
米
良
村
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
西
米
良
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
崎
県
庁
及
び
西
米
良
村
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
八
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四

十
三
号
）
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
十
九
条
の

二
十
六
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年

農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
七
十
九
号
（
租
税
特
別
措
置

法
施
行
令
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
十
九
条
の

二
十
六
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大

臣
が
認
定
す
る
市
場
と
し
て
認
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
五
月
二
十
七

日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
三
十
四
号
（
特
定
水
産
資
源
（
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま

さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
、
ず
わ
い
が
に
太
平
洋
北
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
日
本
海
系
群
Ａ
海
域
、
ず
わ
い
が
に
日
本
海
系

群
Ｂ
海
域
、
ず
わ
い
が
に
北
海
道
西
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群
、

ま
だ
ら
本
州
日
本
海
北
部
系
群
、
ま
だ
ら
北
海
道
太
平
洋
並
び
に
ま
だ
ら
北
海
道
日
本
海
）
に
関
す
る
令
和
七
管
理
年

度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す
る
件
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
変
更
を
認

可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

一

施
行
者
の
名
称

石
川
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

七
尾
都
市
計
画
公
園
事
業
九
・
六
・
一
号
能
登
歴
史
公
園

三

事
業
施
行
期
間

自
平
成
三
年
三
月
六
日
至
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

〇
近
畿
地
方
整
備
局
告
示
第
一
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

近
畿
地
方
整
備
局
長

齋
藤

博
之

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

八

号

栗
東
市
出
庭
字
上
蟬
ヶ
町
五
四
二
番
か
ら
同
市
大
橋
四
丁
目
二
三

七
番
一
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
の
み
。）

近
畿
地
方
整
備
局
及
び
同
局
滋

賀
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
九
日

〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
二
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

中
国
地
方
整
備
局
長

杉
中

洋
一

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

五
十
四
号
及
び

百
九
十
一
号

広
島
市
中
区
基
町
五
番
一
地
内

中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
広

島
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
九
日





人
事
異
動

官

庁

報

告

令和年月日 金曜日 第号官 報

官

庁

事

項

東
北
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

四
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

青
森
県
三
戸
郡
三
戸
町
大
字
目
時
字
上
川
原
一
四
番
一
か
ら
同
町
大
字
目
時
字
中
野
一
〇

七
番
二
ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
九
日

図

面

縦

覧

場

所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
青
森
河
川
国
道
事
務
所

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

四
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

岩
手
県
胆
沢
郡
金
ケ
崎
町
三
ヶ
尻
長
根
前
一
三
番
六
か
ら
北
上
市
相
去
町
平
林
一
四
番
一

八
ま
で制

限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
一
月
九
日

図

面

縦

覧

場

所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
岩
手
河
川
国
道
事
務
所

堺

市

新

旧

辞
職

（
Ⅰ
Ｃ
Ｔ
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
推
進
監
）

安
野

勝

（
七
年
十
二
月
二
十
五
日
）

札

幌

市

〇
監
査
委
員
再
任

愛
須
一
史
委
員
は
、
七
年
十
二
月
二
十
三
日
再
任
さ
れ

た
。

福

岡

県

〇
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙

藤
井
克
已
委
員
、
田
中
秀
子
委
員
、
井
手
善
來
委
員
及

び
古
賀
和
孝
委
員
は
、
七
年
十
二
月
二
十
二
日
任
期
満
了

し
、
同
月
十
九
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

藤
井

克
已

同

一
尾

泰
嗣

同

冨
田

徳
二

同

大
城

節
子

〇
人
事
委
員
会
委
員
再
任

馬
場
貞
仁
委
員
は
、
七
年
十
二
月
二
十
四
日
再
任
さ
れ

た
。

国
家
試
験

令
和
８
年
司
法
試
験
の
施
行

司
法
試
験
法
（
昭
和
24年

法
律
第
140号

）
第
７
条
の

規
定
に
基
づ
き
、令
和
８
年
司
法
試
験
の
施
行
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
８
年
１
月
９
日

司
法
試
験
委
員
会
委
員
長
神
作
裕
之

１
受
験
資
格

司
法
試
験
法
第
４
条
の
要
件
を
満
た
す
者

２
期
日
及
び
科
目


令
和
８
年
７
月
15日
（
水
）
論
文
式
試
験

選
択
科
目
及
び
公
法
系
科
目


令
和
８
年
７
月
16日
（
木
）
論
文
式
試
験

民
事
系
科
目


令
和
８
年
７
月
18日
（
土
）
論
文
式
試
験

刑
事
系
科
目


令
和
８
年
７
月
19日
（
日
）
短
答
式
試
験

民
法
、
憲
法
及
び
刑
法

３
試
験
地

原
則
47都
道
府
県

※
各
試
験
地
に
お
け
る
試
験
会
場
に
つ
い
て
は
、
令

和
８
年
４
月
な
い
し
５
月
頃
、
官
報
に
公
告
す
る
予

定
。

労

働

船
員
の
特
定
最
低
賃
金
の
改
正
に
係
る
交
通
政
策
審
議
会

の
意
見
に
関
す
る
公
示

国
土
交
通
省
最
低
賃
金
公
示
第
１
号

交
通
政
策
審
議
会
か
ら
漁
業
（
い
か
釣
り
）
最
低
賃
金

（
令
和
７
年
国
土
交
通
省
最
低
賃
金
公
示
第
４
号
）
の
改

正
に
つ
い
て
答
申
が
あ
っ
た
の
で
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和

34年
法
律
第
137号

）
第
35条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
同
法
第
11条
第
１
項
及
び
船
員
の
最
低
賃
金
に
関

す
る
省
令
（
昭
和
34年
運
輸
省
令
第
35号
）
第
７
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
公
示
す
る
。

答
申
に
よ
る
意
見
に
係
る
船
員
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る

船
舶
所
有
者
（
船
員
法
（
昭
和
22年

法
律
第
100号

）
第

５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
所
有
者
に
関
す
る
規
定
の

適
用
を
受
け
る
者
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
こ
の
意
見
に
異

議
の
あ
る
者
は
、
異
議
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書

面
（
様
式
任
意
）
に
異
議
申
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

連
絡
先
を
付
記
し
て
本
日
か
ら
15日
以
内
に
国
土
交
通
省

海
事
局
船
員
政
策
課
「
郵
便
番
号
100

8918東
京
都
千

代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
１
番
３
号
」あ
て
提
出
さ
れ
た
い
。

令
和
８
年
１
月
９
日
国
土
交
通
大
臣
金
子
恭
之

交
通
政
策
審
議
会
の
意
見
（
要
旨
）

漁
業
（
い
か
釣
り
）
最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、
適
用

す
る
船
員
に
係
る
最
低
賃
金
額
と
し
て
、
１
人
歩
船
員

「
213300円

」
を
「
224000円

」
に
改
正
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
。





公 告

令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

４ 出願手続等
 電子出願の場合
ア 出願期間 令和８年３月９日（月）から
同年４月２日（木）まで
イ 出願申請 受験を希望する者は、指定さ
れた方法により、出願申請を行った上、受
験手数料として31000円を納付すること。
また、受験特別措置を希望する者は、指
定された方法により、司法試験身体障害者
等受験特別措置申出書及び障害や傷病の程
度を証明する書類等を提出すること。
ウ 詳細は、法務省ホームページ等（５記
載のとおり。）を確認すること。

 郵送出願の場合
ア 出願期間 令和８年３月19日（木）から
同年４月２日（木）まで
なお、令和８年４月２日（木）までの消
印があるものに限り受け付ける。
イ 受験願書の交付 受験願書は、交付を希
望する者に対して、令和８年３月９日（月）
から郵送で交付する。
交付を希望する者は、表に赤字で「司法
試験受験願書請求」と記載した適宜の封筒
に、返信用封筒（角形２号に270円分の郵
便切手を貼り付け、郵便番号、送付先住所、
氏名及び電話番号を明記したもの。）を封入
して、司法試験委員会（所在は５記載の
とおり。）宛て請求すること。
ウ 受験願書の提出 提出方法は、書留郵便
によるものとする。
受験を希望する者は、受験願書に必要事
項を記入の上、カラー写真（出願前６月以
内に撮影した、正面、上半身、無帽、無背
景の縦45㎜、横35㎜のもの。）、受験手数料
として32000円分の収入印紙（４枚以内）
を所定の箇所に貼り、出願期間内に司法試
験委員会（所在は５記載のとおり。）宛て
提出すること。
また、受験特別措置を希望する者は、司
法試験身体障害者等受験特別措置申出書及
び障害や傷病の程度を証明する書類等を添
付すること。
エ 詳細は、法務省ホームページ等（５記
載のとおり。）を確認すること。

５ その他
 受験手続その他受験に関する問合せは、司
法試験委員会（〒1008977 東京都千代田区
霞が関１１１ 法務省内 電話03（3580）
4111㈹）に行うこと。

 詳細については、法務省ホームページ
（https://www.moj.go.jp/）及び別途作成さ
れる受験案内等を参照のこと。
 行政機関の休日に関する法律第１条第１項
に定める行政機関の休日には、事務は行わな
い。

令和８年司法試験予備試験の施行
司法試験法（昭和24年法律第140号）第７条の

規定に基づき、令和８年司法試験予備試験の施行
について、次のとおり公告する。
令和８年１月９日

司法試験委員会委員長 神作 裕之
１ 短答式試験
 期日及び科目 令和８年７月19日（日）
憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑
法、刑事訴訟法、一般教養科目
 試験地 札幌市又はその周辺 仙台市又は
その周辺 東京都又はその周辺 名古屋市又
はその周辺 大阪府又はその周辺 広島市又
はその周辺 福岡市又はその周辺

２ 論文式試験
 受験資格 短答式試験に合格した者
 期日及び科目
令和８年９月12日（土） 憲法、行政法、
刑法、刑事訴訟法、選択科目
令和８年９月13日（日） 法律実務基礎科
目（民事・刑事）、民法、商法、民事訴訟法
 試験地 原則47都道府県
３ 口述試験
 受験資格 論文式試験に合格した者
 期日及び科目 令和９年１月23日（土）及
び同年１月24日（日）法律実務基礎科目（民
事・刑事）
 試験地 東京都又はその周辺
４ 出願手続等
 電子出願の場合
ア 出願期間 令和８年２月16日（月）から
同年３月13日（金）まで
イ 出願申請 受験を希望する者は、指定さ
れた方法により、出願申請を行った上、受
験手数料として20000円を納付すること。
また、受験特別措置を希望する者は、指
定された方法により、司法試験予備試験身
体障害者等受験特別措置申出書（短答式試
験用、論文式試験用及び口述試験用各１通）
及び障害や傷病の程度を証明する書類等を
提出すること。
ウ 詳細は、法務省ホームページ等（５記
載のとおり。）を確認すること。

 郵送出願の場合
ア 出願期間 令和８年３月２日（月）から
同年３月13日（金）まで
なお、令和８年３月13日（金）までの消
印があるものに限り受け付ける。
イ 受験願書の交付 受験願書は、交付を希
望する者に対して、令和８年２月16日（月）
から郵送で交付する。
交付を希望する者は、表に赤字で「司法
試験予備試験受験願書請求」と記載した適
宜の封筒に、返信用封筒（角形２号に180
円分の郵便切手を貼り付け、郵便番号、送
付先住所、氏名及び電話番号を明記したも
の。）を封入して、司法試験委員会（所在は
５記載のとおり。）宛て請求すること。
ウ 受験願書の提出 提出方法は、書留郵便
によるものとする。
受験を希望する者は、受験願書に必要事
項を記入の上、カラー写真（出願前６月以
内に撮影した、正面、上半身、無帽、無背
景の縦45㎜、横35㎜のもの。）、受験手数料
として21000円分の収入印紙（４枚以内）
を所定の箇所に貼り、住民票の写し（出願
前６月以内に交付された、個人番号（マイ
ナンバー）が記載されていないもの。受験
者ＩＤを受験願書に記載する者は住民票の
写しの提出は不要。）を添付して、出願期間
内に司法試験委員会（所在は５記載のと
おり。）宛て提出すること。
また、受験特別措置を希望する者は、司
法試験予備試験身体障害者等受験特別措置
申出書（短答式試験用、論文式試験用及び
口述試験用各１通）及び障害や傷病の程度
を証明する書類等を添付すること。
エ 詳細は、法務省ホームページ（５記載
のとおり。）を確認すること。

５ その他
 受験手続その他受験に関する問合せは、司
法試験委員会（〒1008977 東京都千代田
区霞が関１１１ 法務省内 電話03
（3580）4111㈹）に行うこと。
 詳細については、法務省ホームページ
（https://www.moj.go.jp/）及び別途作成さ
れる受験案内等を参照のこと。
 行政機関の休日に関する法律第１条第１項
に定める行政機関の休日には、事務は行わな
い。

諸 事 項

建設業の許可の取消処分の公告

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年１月９日

東北地方整備局長 西村 拓
１ 処分をした年月日 令和７年12月９日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 破産者 株式会社ト
ラストワン 森 雄太 破産管財人 弁護士
髙橋 俊樹 福島県南相馬市原町区日の出町
216１ 国土交通大臣許可（般03）第24261
号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（建築工事業、大工工事業、屋根
工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内
装仕上工事業に関する一般建設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年12月９日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第１項第５号に該当
する。
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令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

失踪に関する届出の催告






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

失 踪 宣 告

破産手続における包括的禁止
命令

破産手続における保全管理命令

破産手続開始






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

書面による計算報告

特別清算開始
令和７年（ヒ）第２０７６号
東京都葛飾区奥戸２丁目５番13号
清算株式会社 株式会社タジマ
代表清算人 田島 道子
１ 決定年月日 令和７年12月19日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部

令和７年（ヒ）第３号
京都府船井郡京丹波町保井谷三ツ枝38番地
清算株式会社 瑞穂農林株式会社
代表清算人 村居 一也
１ 決定年月日 令和７年12月19日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

京都地方裁判所園部支部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第２０５７号
東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 新国
際ビル４階
清算株式会社 株式会社クイナ
１ 決定年月日 令和７年12月22日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２０６２号
東京都港区新橋１丁目１番13号
清算株式会社 ＡＮＡ ＮＥＯ株式会社
１ 決定年月日 令和７年12月19日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第３０２９号
大阪府松原市西大塚１丁目３番29号
清算株式会社 工藤工業株式会社
１ 決定年月日 令和７年12月23日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部
令和７年（ヒ）第２号
愛媛県松山市東石井４丁目18番３号
清算株式会社 株式会社ハット
代表清算人 吉見 達治
１ 決定年月日 令和７年12月19日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

松山地方裁判所民事部
令和７年（ヒ）第２号
福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地３
清算株式会社 ＷＫ株式会社
１ 決定年月日 令和７年12月23日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

福岡地方裁判所久留米支部
令和７年（ヒ）第３号
福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地３
清算株式会社 ＳＷ株式会社
１ 決定年月日 令和７年12月22日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

福岡地方裁判所久留米支部

令和７年（ヒ）第５号
熊本市東区桜木４丁目16番29２号202
清算株式会社 株式会社ＭＳＩ
１ 決定年月日 令和７年12月22日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

熊本地方裁判所民事第１部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第１０号
栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20
清算株式会社 株式会社宇塚
代表清算人 蓬田 勝美
１ 決定年月日 令和７年12月22日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１．清算株式会社は、各協定債権者に対し、各
協定債権者の協定債権額の102218％を、本
協定の認可の決定が確定した日から１か月以
内に弁済する。但し、宇塚義夫については債
権放棄の申出があったことから弁済を行わな
い。
２．各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
３．第１項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者（但し、
宇塚義夫を除く）に対し、換価代金から必要
費用を控除した残金を各協定債権額の割合に
応じて弁済する。この場合においては、各協
定債権者が前項の規定により行った免除は、
新たにされた弁済の限度で効力を失うものと
する。

以上
宇都宮地方裁判所第１民事部

包括的禁止命令

再生手続開始

再生手続終結






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告






第 10 期 決 算 公 告
令和８年１月９日

東京都江東区越中島一丁目１番１号
ヤマタネ深川１号館２階

Ｅａｔｒｅａｔ株式会社
代表取締役 西原 一将

貸借対照表の要旨 (令和７年２月28日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 21,711 流 動 負 債 13,116
固 定 資 産 5,383 賞 与 引 当 金 1,734

固 定 負 債 22,468
退職給付引当金 124
株 主 資 本 8,489
資 本 金 50,000
資 本 剰 余 金 20,000
資 本 準 備 金 20,000
利 益 剰 余 金 78,489
利 益 準 備 金 78,489
(うち当期純損失) (22,994)

資 産 合 計 27,094 負債・純資産合計 27,094

令和年月日 金曜日 第号官 報
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命
令
に
関

す
る
異
議
の
催
告

合
併
公
告

左
記
法
人
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
ま
で
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://w
w
w
.k
sk
.o
r.jp

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
一
三
二
号
）

令
和
八
年
一
月
九
日

京
都
市
下
京
区
四
条
通
室
町
東
入
函
谷
鉾
町
七
八

番
地

（
甲
）
一
般
社
団
法
人
京
都
産
業
会
館

理
事
長

吉
田

忠
嗣

京
都
市
下
京
区
四
条
通
室
町
東
入
函
谷
鉾
町
七
八

番
地

（
乙
）
一
般
財
団
法
人
京
都
染
織
会
館

理
事
長

吉
田

忠
嗣

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h
ttp
://w
w
w
.e -g
u
a
rd
ia
n
.co
.jp
/

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
八
日

掲
載
頁

一
五
〇
頁
（
号
外
第
二
七
六
号
）

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
八
号

（
甲
）
イ
ー
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

高
谷

康
久

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
五
番
一
号

（
乙
）
イ
ー
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
東
北
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮
坂

誠

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.n
s -k
en
za
i.co
.jp
/

（
乙
）
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
官
報
（
号
外
第
一
六
六

号
）
一
〇
一
頁

（
丙
）
令
和
七
年
七
月
八
日
付
官
報（
号
外
第
一
五
六
号
）

七
十
九
頁

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
一
四
番
一
号

（
甲
）
日
鉄
建
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

新
城

晃

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
一
四
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
ニ
ッ
ケ
ン
ビ
ル
ド

代
表
取
締
役
社
長

川
上

寛
明

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
一
四
番
一
号

（
丙
）
株
式
会
社
ニ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ン
ス
ア
ン
ド

メ
タ
ル代

表
取
締
役
社
長

久
万

成
俊





令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
、
丁
、
戊
及
び
己

の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
、
丁
、
戊

及
び
己
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
、
丙
、
丁
、
戊
及
び
己
は

同
第
七
八
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議

を
経
ず
に
合
併
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.k
y
u
sh
u -su

b
a
ru
.jp
/

fu
k
u
o
k
a
/a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.k
y
u
sh
u -su

b
a
ru
.jp
/

n
ish
ik
y
u
sh
u
/a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

（
丙
）h

ttp
s://w

w
w
.k
y
u
sh
u -su

b
a
ru
.jp
/

k
u
m
a
m
o
to
/a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

（
丁
）h

ttp
s://w

w
w
.k
y
u
sh
u -su

b
a
ru
.jp
/

o
ita
/a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

（
戊
）h

ttp
s://w

w
w
.k
y
u
sh
u -su

b
a
ru
.jp
/

m
in
a
m
ik
y
u
sh
u
/a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

（
己
）h

ttp
s://w

w
w
.k
y
u
sh
u -su

b
a
ru
.jp
/

o
k
in
a
w
a
/a
n
n
o
u
n
cem
en
t/

令
和
八
年
一
月
九
日

福
岡
市
東
区
千
早
四
丁
目
一
四
番
一
二
号

（
甲
）
福
岡
ス
バ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
川

篤

長
崎
県
西
彼
杵
郡
時
津
町
日
並
郷
三
六
〇
五
番
地
一

（
乙
）
西
九
州
ス
バ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
路

勝
博

熊
本
市
南
区
南
高
江
一
丁
目
二
番
三
〇
号

（
丙
）
熊
本
ス
バ
ル
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
井

賢
次

大
分
市
大
字
宮
崎
八
三
五
番
地
の
一

（
丁
）
大
分
ス
バ
ル
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

政
秀

鹿
児
島
市
下
荒
田
四
丁
目
五
二
番
二
二
号

（
戊
）
南
九
州
ス
バ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田

昭
治

沖
縄
県
浦
添
市
勢
理
客
四
丁
目
一
九
番
七
号

（
己
）
沖
縄
ス
バ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

武
田

忠
司

合
併
公
告

左
記
組
合
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対

照
表
は
、
各
組
合
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い
て
お
り

ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

福
岡
県
み
や
ま
市
瀬
高
町
高
柳
五
九
三
番
地

（
甲
）
農
事
組
合
法
人
高
柳

理
事

金
子

隆

福
岡
県
み
や
ま
市
瀬
高
町
高
柳
二
九
九
番
地
四

（
乙
）
農
事
組
合
法
人
さ
な
み
ぞ

理
事

馬
場

俊
博

福
岡
県
み
や
ま
市
瀬
高
町
高
柳
六
九
九
番
地

（
丙
）
農
事
組
合
法
人
た
か
や
な
ぎ
散
田

理
事

田
中

芳
徳

合
併
公
告

左
記
法
人
は
、
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。
な
お
、
こ

の
合
併
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
で
佐

賀
県
知
事
の
認
可
を
得
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

佐
賀
県
伊
万
里
市
二
里
町
八
谷
搦
一
一
七
番
地

（
甲
）
学
校
法
人
佐
賀
カ
ト
リ
ッ
ク
学
園

理
事
長

杉
原

寛
信

佐
賀
県
佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
池
井
一
五
二
〇
番

地
二

（
乙
）
学
校
法
人
ロ
ザ
リ
オ
幼
稚
園

理
事
長

小
峰

静
江

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
羽
村
工
場
で
行

わ
れ
る
自
動
車
製
造
事
業
、
自
動
車
部
品
製
造
事
業
及
び

工
機
保
全
事
業（
但
し
、羽
村
工
場
に
所
在
の
テ
ス
ト
コ
ー

ス
に
お
け
る
開
発
事
業
及
び
お
客
様
テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン

タ
ー
に
係
る
事
業
並
び
に
第
六
工
場
に
お
け
る
Ｋ
Ｄ
業

務
、
補
給
部
品
の
梱
包
及
び
出
荷
等
の
業
務
に
係
る
事
業

を
除
く
。）に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
一
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
二
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
吸
収
分
割
を

決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
羽
村
市
緑
ヶ
丘
三
丁
目
一
番
地
一

（
甲
）
ト
ヨ
タ
自
動
車
羽
村
株
式
会
社

代
表
取
締
役

青
木

是
篤

東
京
都
日
野
市
日
野
台
三
丁
目
一
番
地
一

（
乙
）
日
野
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
木
曽

聡

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
十
勝

ミ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
住
所
北
海
道
帯
広
市
西
二
十
三
条
北

二
丁
目
一
七
番
六
号
）
に
対
し
て
当
社
の
北
海
道
帯
広
地

区
に
お
け
る
国
産
牛
の
加
工
お
よ
び
販
売
事
業
に
関
す
る

権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、

本
新
設
分
割
は
、
会
社
法
第
八
百
五
条
に
定
め
る
簡
易
分

割
の
要
件
を
満
た
す
た
め
、
当
社
に
お
い
て
株
主
総
会
に

よ
る
承
認
決
議
を
経
ず
に
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
〇
号

マ
ル
ハ
ニ
チ
ロ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

池
見

賢

組
織
変
更
公
告

当
社
は
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
上
富
一
五
四
五
番
地
一
五

合
同
会
社
Ｈ
Ｔ

代
表
社
員

髙
橋

弘
法

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

千
葉
県
鎌
ケ
谷
市
南
初
富
四
丁
目
六
番
五
三

二

プ
ラ
ス
ト
ラ
ス
ト
合
同
会
社

代
表
社
員

吉
田

雄
太

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

千
葉
県
市
川
市
柏
井
町
一
丁
目
二
二
〇
四

合
同
会
社
友
喜

代
表
社
員

吉
田

明

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
東
村
山
市
秋
津
町
四
丁
目
四
〇
番
地
四
八

合
同
会
社
Ｇ
Ｒ
Ｅ

代
表
社
員

鈴
木

龍
太

新
設
分
割
公
告

当
社
は
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｈ
Ｋ

（
住
所

東
京
都
町
田
市
小
山
町
一
一
七
六
番
地
）
に
対

し
て
、
当
社
の
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、当
社
は
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
町
田
市
小
山
町
一
一
七
六
番
地

有
限
会
社
萩
原
企
業

代
表
取
締
役

萩
原

典
江





第 81 期 決 算 公 告
令和８年１月９日

東京都目黒区東山二丁目10番８号
滝野川自動車株式会社
代表取締役 鈴木 和江

貸 借 対 照 表 の 要 旨
(令和７年７月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 263,201 流 動 負 債 728,167
固 定 資 産 1,844,034 固 定 負 債 514,439
繰 延 資 産 149 株 主 資 本 864,779

資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 154,169
資 本 準 備 金 154,169
利 益 剰 余 金 610,610
利 益 準 備 金 20,000
その他利益剰余金 590,610
(うち当期純利益) (522)

資 産 合 計 2,107,385 負債・純資産合計 2,107,385

令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
十
六
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ｃ
ｌ
ｕ
ｅ

ｉ
ｎ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三

一

二

五
〇
一

ｃ
ｌ
ｕ
ｅ

ｉ
ｎ
合
同
会
社

代
表
社
員

臼
杵

知
亮

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
マ
リ
ー
ア
セ
ッ
ト
と

し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
十
六
日
で
あ
り
、
当
社

の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
八
年
二
月
十
五
日
に
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
目
黒
区
平
町
一
丁
目
二
六
番
一
一
号
第
１

ミ
キ
ビ
ル
四
〇
一

合
同
会
社
マ
リ
ー
ア
セ
ッ
ト

代
表
社
員

大
瀧

真
理

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

長
野
県
長
野
市
吉
田
五
丁
目
二
〇
番
七
号

Ｅ
Ｖ
電
気
工
合
同
会
社

代
表
社
員

大
口

洋
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
一
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
サ
ン
タ
マ
リ
ア
株
式
会
社
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

愛
知
県
豊
橋
市
前
田
南
町
一
丁
目
三
番
地
九

合
同
会
社
不
労
所
得

代
表
社
員

井
上
ジ
ョ
ル
デ
ィ

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
十
一
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ウ
ェ
ン
ニ
ュ
ー
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

神
戸
市
中
央
区
三
宮
町
一
丁
目
一
番
一
号
五
階

合
同
会
社
ウ
ェ
ン
ニ
ュ
ー

代
表
社
員

上
塩
入

徹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
九
日

栃
木
県
宇
都
宮
市
上
田
原
町
一
一
八
七
番
地

光
資
源
開
発
合
同
会
社

代
表
社
員

中
山

秀
行

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
万
円
減
少
し
四
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

掲
載
頁

四
十
九
頁
（
号
外
第
二
八
三
号
）

令
和
八
年
一
月
九
日

千
葉
県
木
更
津
市
大
和
一
丁
目
三
番
一
四
号

株
式
会
社
イ
ワ
キ

代
表
取
締
役

岩
城

雄
一

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
六
百
五
十
二
万
五
千
円

減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
七
日

掲
載
頁

七
十
九
頁
（
号
外
第
一
六
四
号
）

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
一
四
番
二
四
号
西

新
宿
Ｋ
Ｆ
ビ
ル
四
階

株
式
会
社
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｐ

Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｕ
Ｄ

代
表
取
締
役

森
木

恭
平

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
九
億
八
千
七
百
四
十
六
万

八
千
七
百
円
減
少
し
三
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
八
年
二
月
五
日
に
予
定
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
一
月
九
日

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
明
前
町
八
番
一
八
号

株
式
会
社
ダ
イ
セ
キ
環
境
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

山
本

浩
也

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
億
四
千
百
九
十
七
万
九
千

五
円
減
少
し
五
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://p
o
w
erw
a
v
e.co
.jp

令
和
八
年
一
月
九
日

愛
知
県
豊
橋
市
下
五
井
町
茶
屋
前
二
四
番
地

株
式
会
社
パ
ワ
ー
ウ
ェ
ー
ブ

代
表
取
締
役

種
田

憲
人

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
四
千
九
百
九
十
九
万
円

減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
同
時
に
株
式
の
発
行
に
よ
り
増
額
い
た
し
ま

す
の
で
、
効
力
発
生
日
後
の
資
本
金
の
額
は
同
日
前
を
下

回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://k
a
k
o
g
a
w
a -sb

.jp

令
和
八
年
一
月
九
日

兵
庫
県
加
古
川
市
加
古
川
町
溝
之
口
五
〇
七
番
地

加
古
川
再
開
発
ビ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
田

康
裕

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
し
、
一
千
万

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
で
あ
り
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
一
月
七
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
九
日

和
歌
山
県
田
辺
市
稲
成
町
三
一
三
番
地
の
一

田
辺
青
果
急
送
有
限
会
社

代
表
取
締
役

水
越

利
治

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
七
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.liv
e.iria

m
.co
m
/co
m
p
a
n
y -n
o
tice

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

株
式
会
社
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｍ

代
表
取
締
役

増
田

真
也





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

三
五
下

一
第
四
項

第
四
号

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

六
四
下

二
支
援
す
る

支
援
す
る
た
め
の

〃

〃
〃

一
第
四
項

第
四
号

令和年月日 金曜日 第号官 報
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
千
四
百
九
十
四
万
七

千
四
百
十
五
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
九
日

北
九
州
市
小
倉
南
区
中
曽
根
東
一
丁
目
二
番
一
号

曽
根
ス
カ
イ
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階

株
式
会
社
ソ
ロ
ベ
ー
ス

代
表
取
締
役

湯
朝

健
二

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
四
千
六
百
九
十
四
万
八

千
六
百
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
五
千
二
百
九
十
四

万
八
千
六
百
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
五
千
万
円
、
零
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
八
日
に
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
二
〇
番
三
号

タ
メ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

茂

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
普
通
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株

式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
湯
本
茶
屋
二
〇
八
番
地

株
式
会
社
天
山

代
表
取
締
役

鈴
木

義
二

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
八
年
一
月
二
十
八
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
九
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の

所
有
す
る
株
式
三
〇
株
を
三
〇
、
〇
〇
〇
株
と
す
る
株
式

分
割
に
よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

名
古
屋
市
東
区
葵
一
丁
目
二
六
番
一
二
号

株
式
会
社
オ
ピ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

宮
崎

貴
士

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
杉
並
区
和
泉
四
丁
目
四
六
番
八
号

三
益
株
式
会
社

代
表
清
算
人

椎
名

和
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

石
川
県
金
沢
市
十
間
町
二
三
番
地株

式
会
社
浅
田
屋

代
表
取
締
役

浅
田

久
太

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

大
阪
市
西
区
靱
本
町
二
丁
目
七
番
六
号

株
式
会
社
栗
原

代
表
取
締
役

栗
原

亮

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

大
阪
市
西
区
新
町
一
丁
目
四
番
二
六
号

株
式
会
社
第
一
技
研

代
表
取
締
役

浅
野

博
之

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
行
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
八
年
一
月

一
日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
終
了
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、

当
行
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

長
野
県
長
野
市
青
木
島
一
丁
目
二
一
番
地
二
号

青

木
島
Ａ
Ｐ

Ｂ
二
〇
三

株
式
会
社
八
十
二
長
野
銀
行

（
旧

株
式
会
社
長
野
銀
行
）

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

宮
崎

孝
美

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
（
号
外
第
二
八
六
号
）
掲

載
の
解
散
公
告
中
、「
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
開
催
の

株
主
総
会
」
と
あ
る
は
、「
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
開

催
の
株
主
総
会
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

大
分
市
高
崎
二
丁
目
一
〇
番
五
号有

限
会
社
元
気
堂

清
算
人

河
野

純
子

令
和
七
年
十
月
一
日
（
号
外
第
二
百
二
十
号
）
公
布
経

済
産
業
省
令
第
六
十
五
号
（
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
十
月
一
日
（
号
外
第
二
百
二
十
号
）
経
済
産

業
省
告
示
第
百
四
十
五
号
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係

告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
）


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